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２． 今後の原子力政策の方向性と実現に向けて

１． ２０５０年カーボンニュートラル達成に向けて ●原子力発電
　現状、実用段階にある「脱炭素化」の選択肢であるが、社
会的信頼の回復が不可欠。人材・技術・産業基盤の強化に
着手し、安全性・経済性・機動性に優れた原子炉の追求、廃
炉や廃棄物処理・処分などのバックエンド問題の解決に向け
た技術開発を進めていく。
●火力発電の脱炭素化
　現状、火力発電は再生可能エネルギーの変動性を補う
調整力として重要な機能を保持していることを踏まえ、安定
供給を確保しつつ、燃料そのものを水素・アンモニアに転換
させることや、排出されるCO2を回収・貯留・再利用すること
で脱炭素化を図っていく。

■２０５０年に向けて～
　各エネルギーに関する主な方向性
●再生可能エネルギー
　主力電源化を徹底し、最優先で取り組み、国民負担の抑
制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。導入に
あたり、系統容量の確保や系統混雑の緩和、脱炭素化され
た調整力の確保などの課題に対応する。

出典：経済産業省資料

■２０５０年カーボンニュートラルの実現
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出典：経済産業省 「２０５０年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会資料」より作成

■原子力政策の今後の進め方
～2023春

２０５０
カーボンニュートラル
実現・安定供給

●工事短縮努力、定期検査スケジュール調整など

●安全工事の円滑実施、着実な再稼働
　（東北電力（株）女川２号、中国電力（株）島根２号）
●地元の理解確保に向けた取り組み
　（東京電力ホールディングス（株）柏崎刈羽６号・７号、
　日本原子力発電（株）東海第二）
　　ー  国が前面に立った対応、運転体制の改革　など

●的確な審査対応に向けた相互コミュニケーションの改善
●理解確保に向けた国の取り組み・事業環境の整備など

●選択肢の確保：次世代革新炉の開発・建設の取り組み、
　　　　　　　 運転期間に関する新たな仕組みの整備  など
●予見性の確保：核燃料サイクルの推進、
　　　　　　　 廃炉の着実かつ効率的な実現に向けた仕組みの整備、
　　　　　　　 最終処分の実現に向けた国主導での取り組みの抜本強化  など

【既に再稼働済】12基（西日本）

【設置許可済】5基（東日本含む） ※工事進捗などに差あり

【設置許可審査】申請済10基、未申請９基

【再稼働の先の展開を見据えた対応】

～2024春 2030年 2050年

再稼働加速
（2030年20～２２％実現）

⇒・自主的安全性向上の取り組み
　・立地地域との共生
　・国民各層とのコミュニケーションの深化

※１：CCUS（Carbon dioxide Capture,Utilization and Storage）CO2を分離回収・有効利用・貯留する技術
※２：DACCS（Direct Air Carbon Capture and Storage）大気中のCO2を直接回収し、貯留する技術
※３：BECCS（Bio Energy with Carbon Capture and Storage）バイオマス燃焼により発生したCO2を回収・貯留する技術

原子力発電所基数は２０２３年１０月時点
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　２０２０年１０月、菅内閣総理大臣（当時）は日本が２０５０年
までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。
　カーボンニュートラルとは、温室効果ガスをできる限り低
減し、排出するとともに、温室効果ガスを「吸収」または
「除去」することで、全体として温室効果ガスの排出を差
し引きゼロにすることです。
　日本は２０３０年度の温室効果ガス排出量の４６％削減
（２０１３年度比）や、２０５０年カーボンニュートラルの実現に
向けて、あらゆる分野において温室効果ガスの排出を減ら
していく必要があります。また、電力の需給ひっ迫やエネル
ギー価格の高騰などが発生しており、日本のエネルギー需
給構造の脆弱性が顕在化しています。国民生活や社会・
経済活動の根幹である安定的で安価なエネルギー供給
は日本の最優先課題であり、気候変動問題への対応を進
めるとともに、エネルギー危機にも耐え得る強靱なエネル
ギー需給構造へと転換していく必要性が高まっています。

　２０５０年のカーボンニュートラル実現に向けて、経済社会
システム全体の変革、すなわちＧＸ（グリーントランスフォー
メーション）を実行するべく、ＧＸ実行会議（議長：岸田文雄
首相）が２０２２年７月２７日より開催されました。「第６次エネ
ルギー基本計画」などに則り、GX実行会議や政府の審議
会などにおける議論を踏まえ、１２月８日に「今後の原子力政
策の方向性と実現に向けた行動指針（案）」が発表され、
（２０２３年４月閣議決定）、これを踏まえて２０２３年2月に
「GX実現に向けた基本方針（GX基本方針）」が閣議決定
されました。GX基本方針は、気候変動問題への対応と経
済成長を同時に実現するために策定されました。徹底した
省エネに加え、再生可能エネルギーや原子力などのエネル

ギー自給率向上に資する脱炭素電源への転換などGXに向
けた脱炭素の取り組みを進め、かつエネルギー安定供給を
確保するとしています。そして、「GX基本方針」の実現を目指
し、再生可能エネルギーの最大限の導入促進や、安全確保
を大前提とした原子力の活用と廃止措置の推進に必要な法
律が整備され、２０２３年4月に「脱炭素社会の実現に向けた
電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を
改正する法律（GX脱炭素電源法）」が成立しました。地域と
共生する再生可能エネルギーの最大限の導入促進と、安全
確保を大前提とした原子力の活用を実現するため、関連す
る五つの法律を改正しました。

●GX実現に向けた基本方針（GX基本方針）
（１）エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXに向けた脱炭 
　　素の取り組み
　省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの主力電源化、水素・ア
ンモニアの導入促進、原子力の活用が取り上げられている。２０３０年
に向けての原子力再稼働の促進に加えて、持続的に原子力を活用す
るため次世代革新炉の開発・建設に取り組むことが明記された。また、
既存の原子力発電所を可能な限り活用するため、現行の最長６０年
までとの制限は残しつつも、一定の停止期間については追加的な延
長を認めることとした。
（２）「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行
①GX経済移行債の発行とそれを活用した先行投資支援
　２０２３年度から「GX経済移行債」を発行して資金を調達し、国として
　今後１０年で２０兆円を目標に先行投資支援を行う。
②カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ
　CO２の排出に値付けをすることにより、CO２の排出がないあるいは排
　出が少ない製品・事業の付加価値を向上させるのがカーボンプライ
　シングである。企業が先行して取り組む必要があり、カーボンプライシ
　ングとして①CO２の多排出企業を中心に行う「排出量取引制度」、
　②広くＧＸへの動機づけをする「炭素に対する賦課金」のしくみを打
　ち出した。

●脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための
　電気事業法等の一部を改正する法律（GX脱炭素電源法）
（１）地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入促進
①電力広域的運営推進機関が策定した広域系統整備計画に含まれ
　る送電線のうち、特に重要なものの整備計画を経済産業大臣が認
　定する制度を新設。認定を受けた整備計画のうち、再生可能エネル
　ギーの利用の促進に資するものについて、従来の系統設置交付金
　に加え、工事に着手した段階から交付金を交付する制度を新設。
②太陽光発電に係る早期の追加投資（更新・増設）を促すため、追加
　投資部分に既存部分と区別した新たな買取価格を適用する制度を
　新設。
③地域と共生した再生可能エネルギー導入のための事業規律の強化。
（２）安全確保を大前提とした原子力の活用
　安全最優先の原則に加え、エネルギーの安定供給や脱炭素化への
貢献といった原子力利用の価値を国として明確化したほか、高経年化し
た原子炉に対する規制が厳格化されるとともに、運転期間に関する規
律の整備や、円滑かつ着実な廃止措置の推進について盛り込まれた。
①原子力発電の利用に係る原則の明確化（原子力基本法）
　「地球温暖化の防止」、「福島第一原子力発電所事故を防止できな
　かったことを真摯に反省」との文言が追加され、安全最優先、原子力
　利用の価値を明確化。さらに、廃炉・最終処分などのバックエンドプロ
　セスの加速化、自主的安全性向上・防災対策に係る「国・事業者の
　責務」について、新たに条文立てされた。
②高経年化した原子炉に対する規制の厳格化（原子炉等規制法）
　事業者に対し、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、
　10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行う、②その結
　果に基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可
　を受けることを義務付けた。
③原子力発電の運転期間に関する規律の整備（電気事業法）
　これまで通り「運転期間は40年」、「延長期間は20年」の原則を維
　持。安定供給確保、GXへの貢献、自主的安全性向上や防災対策
　の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に限り
　延長を認め、「延長しようとする期間が20年を超える」場合は、事業
　者が予見しがたい事由に限定して運転期間のカウントから除外する
　ことで、実質的に60年超運転を可能とした。
④円滑かつ着実な廃炉の推進（再処理等拠出金法）
　経済産業省の認可法人「使用済燃料再処理機構」の業務に、「各
　地の廃炉作業の統括」が追加された。

日本のエネルギー政策
～２０３０年、２０５０年に向けた方針～




